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 各小・中・義務教育学校長 殿 

 

 

中部教育事務所長  

（公印省略）  

 

 

   令和６年分所得税の定額減税に係る関係データの提出について（依頼） 

 

 

 令和６年税制改正に伴い、令和６年６月１日以降の給与については源泉徴収の際に定額

減税が行われます。 

つきましては、定額減税を実施するにあたり、各職員の定額減税額を算出する必要があ

りますので、下記により提出してください。 

 

                   記 
    

１ 対象者 

令和６年６月１日に在籍する正規採用職員、再任用職員（短時間を含む）及び臨時的

任用職員 

  

２ 送付書類及び留意事項 

別紙のとおり 

 

３ 提出データ 

定額減税額入力シート 

 

４ 提出期限 

令和６年５月２１日（火） 

 

５ 提出用アップロードＵＲＬ 

別途連絡いたします。 

 

 

 



 

 

６ その他 

該当職員から提出された「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」又は手書き修正し

た「扶養控除等申告書」は、各学校で保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 総務課  総務第一担当 

      総務第二担当 

  電 話：0985-44-3322 
  ﾌｧｸｼﾐﾘ：0985-44-3330 

                                                                        



別紙 

 

１ 送付書類及び留意事項 

 ⑴ 令和６年分所得税の定額減税について 

  ・ 職員へ配付ください。 

  ・ 「⑷ 定額減税額入力シート」へ入力する同一生計配偶者数及び扶養親族数につい

てはこちらを参照ください。 

 

 ⑵ 定額減税を行うにあたり申告書の提出が必要な職員 

  ・ 職員へ配付ください。 

    提出期限欄については空欄となっているため、各所属で設定ください。 

・ ①～③に該当する職員においては「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」又は

手書き修正した「扶養控除等申告書」の提出を受けてください。 

  

 ⑶ 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 

   職員へ配付ください。 

 

 ⑷ 定額減税額入力シート 

  ・令和６年６月１日に在籍する正規採用職員、再任用職員（短時間も含む）及び臨時的

臨時的任用職員を全て入力ください。 

  ・・提出ファイルの名は・「・ 所属コード＋所属名】＋定額減税額入力シート」としてくださ 

い。 

    例： 16001 大宮高校】定額減税額入力シート 

  ・提出後、新たに採用された職員や退職した職員がいる場合には別途メール等でお知ら

せください。 

 

 

２ その他 

  定額減税の詳細については、国税庁ＨＰの「定額減税特設サイト」を御覧ください。 

  URL: https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm 

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm


令和６年分所得税の定額減税について

令和６年６月１日以後に支払う給与等について源泉徴収を行う際に定額
減税を行います。

令和６年分所得税の納税者となる職員で、令和６年分の合計所得額が１,８０５万円以下の
職員です。

１ 定額減税の概要

定額減税の対象となる人

定額による所得税の特別控除の額（以下「定額減税額」という。）は次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が所得税額を超える場合には、控除される金額はその所得税額が限度と

なります。

①職員本人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３万円
②同一生計配偶者及び扶養親族（いずれも居住者に限る） ・・・・・ １人につき３万円

定額減税額

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書（以下「扶養控除等申告書」という。）の内容に基づ
いて、以下の①及び②により定額減税を行います。

２ 定額減税の実施方法

令和６年６月１日以後に支払う給与等（賞与を含む。以下同じ。）に対する源泉徴収税額か
らその時点の定額減税額（以下「月次減税額」という。）を控除します。

① 月次減税

年末調整の際に、年調所得税額から年末調整時点の定額減税額（以下「年調減税額」とい
う。）を控除します。

（年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行います。）

② 年調減税

【同一生計配偶者】
職員と生計を一にする配偶者（青色事業専従者等を除く）のうち、合計所得金額が４８万円

以下の人です。

【扶養親族】
職員と生計を一にする親族（青色事業専従者等を除く）のうち、合計所得金額が４８万円

以下の人です。
所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、１６歳未満の扶養親族も含まれます。

※「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて１年以上居所を有する個人です。
※給与所得だけの場合、給与の収入金額が１０３万円以下であれば、合計所得金額が４８万円以下です。

※ 職員から提出された令和６年分の扶養控除等申告書により、その現況における「同一
生計配偶者と扶養親族の数」を基に定額減税額を算定します。
もし、内容に変更がある場合や職員と他の人とが同一の人を扶養親族としてそれぞれ

の扶養控除等申告書に記載している場合には、「扶養控除等申告書」を手書き修正して
提出又は「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出する必要があります。
⇒ 別添「定額減税を行うにあたり申告書の提出が必要な職員」を参照

※ 令和６年６月１日以後、「同一生計配偶者と扶養親族の数」に異動等があった場合に
は、年末調整又は確定申告で調整することになります。
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令和６年６月１日現在、在職している職員のうち、扶養控除等申告書等を提出している職員
が月次減税額の控除対象（以下「控除対象者」という。）となります。

３ 月次減税

控除対象者

月次減税では、令和６年６月以後に支払う給与等に対する源泉徴収額から月次減税額を控除
します。控除しきれない部分の金額は、以後令和６年中に支払う給与等に対する源泉徴収額額
から順次控除します。

※控除対象者がその後、他の給与支払者に扶養控除等申告書を提出した場合は、控除対象者
から外れます。

※控除対象者のうち、令和６年分の合計所得額(見積額)が１，８０５万円を超えると見込ま
れる職員についても、月次減税を行います。（年末調整で精算します。）

＜控除対象者に該当しない職員＞
◆令和６年６月１日以後支払う給与等の源泉徴収において、源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用
される職員（扶養控除等申告書を提出していない職員）

◆令和６年６月２日以後に採用された職員
◆令和６年５月３１日以前に退職した職員
◆令和６年５月３１日以前に出国して非居住者となった人

〔控除しきれる場合〕 〔控除しきれない場合〕

月
次
減
税
額

6月給与 6月賞与 6月給与 6月賞与

全額
を
控除

控除前の
源泉徴収税額

控除しきれ
ない部分

順
次
控
除

４ 年調減税

年調減税では、年末調整の際に、年調減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。
詳しくは、年末調整の際に改めてお知らせする予定です。

年末調整の対象となる人が、原則として年調所得税額（年末調整により算出された所得税額
で、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額。以下同じ。）から年
調減税額を控除する対象者となります。

ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が
１，８０５万円を超えると見込まれる職員については、年調減税額を控除しないで年末調整を
行うことになります。

年調減税対象者

年末調整における年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額（年調所得税
額）から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。

年調減税額を控除した金額に１０２．１％を乗じて復興特別所得税を含めた金額が、令和６
年分の年調年税額となります。

年調減税額の控除
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この場合には、月次減税額が全額控除できますので、控除前税額から月次減税額を控除し
た差額が実際に源泉徴収する税額となります。（差額が０円の場合は実際に源泉徴収する税
額はないことになります。）

また、月次減税はこの初回で終了し、その後に支払う給与等に対する源泉徴収税額は従来
の方法で算出された税額となります。

５ 月次減税の計算例

① 月次減税額の金額が控除前税額の金額以下となる職員の場合
（月次減税額の金額 ≦ 控除前税額の金額）

＜事例＞ 「同一生計配偶者」・・・ 無 、「扶養親族」・・・ １名 の場合
３０，０００円（本人分） ＋ ３０，０００円×１名（扶養親族分）

＝６０，０００円（月次減税額）

月
次
減
税
額

60,000

6月給与 6月賞与 7月給与 8月給与 9月給与

60,000
控除

※その後は従来の源泉徴収額
のとおり源泉徴収

上記の事例では、月次減税額(60,000円)が最初に支払う６月給与の控除前税額(66,610円)以下となるため、
月次減税額を６月給与の控除前税額から全額控除し、控除した後の残額(6,610円)が６月給与に係る源泉徴
収税額になります。
その後は控除できる月次減税額はありませんので、年末調整を行う前までは従来方法で源泉徴収税額を算

出します。

この場合には、初回の給与等の支払時においては、月次減税額の一部については控除しき
れませんので、控除前税額から同額の月次減税額を控除することになり、実際に源泉徴収す
る税額はないこと（０円）になります。

二回目以降の給与等の支払時においては、初回で控除しきれなかった部分の金額を限度と
して、その控除しきれない金額がなくなるまで、以後支払う令和６年分の給与や賞与（令和
６年分の年末調整を行う時の給与や賞与を除きます。）に係る控除前税額から、順次控除す
ることになります。（控除しきれない間は、実際に源泉徴収する税額はないこと（０円）に
なります。）

② 月次減税額の金額が控除前税額の金額を超える職員の場合
（月次減税額の金額 ＞ 控除前税額の金額）

上記の事例では、月次減税額(60,000円)が最初に支払う６月給与の控除前税額(15,000円)を超えるため、
６月給与で控除しきれなかった部分の月次減税額は、以後支払う６月賞与、７月給与、８月給与に係る控除
前税額から、順次控除します。
９月以降は控除できる月次減税額はありませんので、年末調整を行う前までは従来方法で源泉徴収税額を

算出します。

控除前
税額
66,610

6月給与 6月賞与 7月給与 8月給与 9月給与

15,000
控除

源泉徴収税額

15,000円控除前税額
15,000

控除前税額
20,000

20,000
控除

控除前税額
15,000

控除前税額
15,000

15,000
控除

10,000
控除

15,000

20,000

15,000

10,000

源泉徴収税額
0円

源泉徴収税額
0円

源泉徴収税額
0円

源泉徴収税額

5,000円
(15,000-10,000)

源泉徴収税額

6,610円
(66,610-60,000)

月
次
減
税
額
60,000
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定額減税を行うにあたり
申告書の提出が必要な職員

月次減税は、令和５年分年末調整の際に提出された「令和６年分給与所
得者の扶養控除等(異動)申告書（以下「扶養控除等申告書」という。）」
の内容を基に行います。
以下の①～③に該当する職員については、所属の給与事務担当者へ申告

書の提出が必要です。

① 扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者や扶養親族がいる
場合

提出書類：「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」（記載例は３ページ）

※昨年度に年末調整を行った職員については、自分が提出した扶養控除等申告書の内容を確認したい場
合は、所属の給与事務担当者へお尋ねください。

＜該当する職員＞
◆配偶者は同一生計配偶者に該当しているが、職員本人の令和６年の所得見積額が９００万
円を超えると申告していた職員
◆配偶者の令和６年の所得見積額が、当初９５万円を超えていたが、その後収入の減少が見
込まれ、４８万円以下になった職員
◆新たに子どもが生まれたなど、扶養親族の追加があった職員

② 扶養控除等申告書に記載されている配偶者や扶養親族の所得見積額に変
更が生じ、所得見積額が「４８万円以下→４８万円超え」又は「４８万
円超→４８万円以下」になる場合

＜該当する職員＞
◆配偶者の令和６年の所得見積額が、当初４８万円超え９５万円以下であったが、その後収
入の減少が見込まれ、４８万円以下になった職員
◆配偶者や扶養親族の令和６年の所得見積額が、当初４８万円以下であったが、その後収入
の増加が見込まれ、４８万円超えになった職員

③ 扶養親族について、同一の人を職員と他の人がそれぞれ扶養控除等申告
書に記載している場合

職員と他の人とが同一の人を扶養親族としてそれぞれの扶養控除等申告書に記載している場
合は、その両者が重複して定額減税を受けることはできません。
必ず、どちらか一方の扶養親族としてください。

1

提出書類：手書き修正した「扶養控除等申告書」（記載例は７ページ）

提出書類：手書き修正した「扶養控除等申告書」（記載例は５ページ）

【提出期限：令和６年 月 日（ ）】



① 扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者や扶養親族がいる場合

2

◎年末調整後(扶養控除等申告書提出後)に、新たに子どもが生まれた場合

◎年末調整後(扶養控除等申告書提出後)に、控除対象扶養親族に該当する親や子どもの追加があった場合

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

本人

昭和５０年１２月１２日

有宮崎市橘通西１－１－１

880-0001

◎配偶者は同一生計配偶者に該当しているが、職員本人の令和６年の所得見積額が９００万円を超えると申告していた場合
◎配偶者の令和６年の所得見積額が、当初９５万円を超えていたが、その後収入の減少が見込まれ、４８万円以下になった場合

該
当
す
る
場
合
の
提
出
書
類
の

記
載
例
は
３
ペ
ー
ジ
参
照



3

○○ ○○

○○ ○○

宮崎市橘通西１－１－１

◎扶養控除等申告書に記載されていない「同一生計配偶者」又は「扶養親族」がいる場合は、その該当者のみ記載してください。

「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の記載例（①に該当する場合）

レ

□□ □□

□□ □□

※※ 記載不要 ※※ 55  10 10 290,000
宮崎市橘通西１－１－１ レ

※※ 記載不要 ※※

宮崎市橘通西１－１－１
6  1  20

◇◇ ◇◇

◇◇ ◇◇
レ

0

宮崎

宮崎市橘通東２丁目１０番１号

宮崎県知事 河野 俊嗣

４ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ４ ５ ０ ０ ０ ６



② 扶養控除等申告書に記載されている配偶者や扶養親族の所得見積額に変更が生じ、所得見積額が「４８万円以下→
４８万円超え」又は「４８万円超→４８万円以下」になる場合

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

本人

昭和５０年１２月１２日

有

4

□□ □□

□□ □□
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊

昭53.11.11
700,000

宮崎市橘通西１－１－１

880-0001

宮崎市橘通西１－
１－１

△△ △△

△△ △△

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊
平17.10.10

290,000
宮崎市橘通西１－
１－１

レ 該
当
す
る
場
合
の
提
出
書
類
の

記
載
例
は
５
ペ
ー
ジ
参
照

◎配偶者の令和６年の所得見積額が、当初４８万円超え９５万円以下であったが、その後
収入の減少が見込まれ、４８万円以下になった場合

※所得見積額を誤って収入金額で申告していた場合、その金額が４８万円を超えていたら
定額減税額の計算には含まれません。

◎配偶者や扶養親族の令和６年の所得見積額が、当初４８万円以下であったが、その後収入の
増加が見込まれ、４８万円を超える場合
（ほとんど例は無いと思われますが、16歳未満の扶養親族で所得がある場合も同様です。）

※所得見積額を誤って収入金額で申告していた場合、その金額が４８万円を超えていたら
定額減税額の計算には含まれません。



○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

本人

昭和５０年１２月１２日

有

5

□□ □□

□□ □□

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊
昭53.11.11

700,000

宮崎市橘通西１－１－１

880-0001

宮崎市橘通西１－
１－１

△△ △△

△△ △△

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊
平17.10.10

290,000
宮崎市橘通西１－
１－１

レ

◎当初の所得見積額を二重線で見え消しし、余白に修正後の所得見積額を記載してください。
（控除対象扶養親族の所得見積額が４８万円を超えた場合は、所得税の所得控除対象からも外れます。）

「扶養控除等申告書」修正の記載例（②に該当する場合）

420,000

550,000



③ 扶養親族について、同一の人を職員と他の人がそれぞれ扶養控除等申告書に記載している場合

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

本人

昭和５０年１２月１２日

有

6

宮崎市橘通西１－１－１

880-0001

▲▲ ▲▲

▲▲ ▲▲

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊
昭29. 2. 2

0
宮崎市橘通東３－
３－３レ

◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
平24. 8. 8 0

宮崎市橘通西１－１－１
子

同じ16歳未満の扶養親族を職員と他の人(配偶者や兄弟・姉妹など)がそれぞれ扶養控除等申告書に記載している場合

同じ控除対象扶養親族を職員と他の人(配偶者や兄弟・姉妹など)がそれぞれ扶養控除等申告書に記載している場合

該
当
す
る
場
合
の
提
出
書
類
の

記
載
例
は
７
ペ
ー
ジ
参
照



○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

本人

昭和５０年１２月１２日

有

7

宮崎市橘通西１－１－１

880-0001

▲▲ ▲▲

▲▲ ▲▲

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊
昭29. 2. 2

0
宮崎市橘通東３－
３－３レ

◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
平24. 8. 8 0

宮崎市橘通西１－１－１
子

「扶養控除等申告書」修正の記載例（③に該当する場合）

◎他の人(配偶者や兄弟、姉妹など)の扶養親族として申告する場合は、該当する扶養親族欄を二重線で見え消ししてください。
※必ず、どちらか一方の扶養親族としてください。
（職員の扶養親族として申告する場合は、職員は修正の必要はありませんが、他の人(配偶者や兄弟、姉妹など)が扶養控除等

申告書を修正する必要があります。）



宮崎

宮崎市橘通東２丁目１０番１号

宮崎県知事 河野 俊嗣

４ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ４ ５ ０ ０ ０ ６

レ
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